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（届出住宅の図面 面積計算及び作成例） 家主が同居している場合の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要書類一覧－１９ 

記入例１ 

１．居室の床面積（内のり） 
  62.20ｍ２（①＋②） 

(計算式)  
  ①宿泊室１  4.540ｍ×5.850ｍ＝26.55㎡（小数点第３位以下切捨て） 
  ②宿泊室２  6.050ｍ×5.910ｍ＝35.755㎡（途中式は小数点第４位以下切捨て） 
  （宿泊室内柱）0.325ｍ×0.325ｍ＝0.105㎡（途中式は小数点第４位以下切捨て） 
         35.755㎡-0.105㎡＝35.650＝35.65㎡（小数点第３位以下切捨て） 
 
２．宿泊室の床面積（内のり及び壁芯） 
 【内のり】62.20㎡（①＋②） 

(計算式)  
  ①宿泊室１  4.540ｍ×5.850ｍ＝26.55㎡（小数点第３位以下切捨て） 
  ②宿泊室２  6.050ｍ×5.910ｍ＝35.755㎡（途中式は小数点第４位以下切捨て） 
  （宿泊室内柱）0.325ｍ×0.325ｍ＝0.105㎡（途中式は小数点第４位以下切捨て） 
         35.755㎡-0.105㎡＝35.650＝35.65㎡（小数点第３位以下切捨て） 
【壁芯】  69.19㎡（③＋④） 

  (計算式） 
  ③宿泊室１（壁芯）4.840ｍ×6.150ｍ＝29.76㎡（小数点第３位以下切捨て） 
  ④宿泊室２（壁芯）6.350ｍ×6.210ｍ＝39.43㎡（小数点第３位以下切捨て） 
 
３．宿泊者の使用に供する部分（宿泊室を除く）の床面積（壁芯） 
  127.67ｍ２（下記計算式の合計） 
 （計算式） 
  玄関及び廊下  1.950ｍ×12.050ｍ＝23.49㎡（小数点第３位以下切捨て） 

便所      2.990ｍ×1.350ｍ＝4.03㎡（小数点第３位以下切捨て） 
浴室      2.550ｍ×3.470ｍ＝8.84㎡（小数点第３位以下切捨て） 
洗面      2.290ｍ×3.470ｍ＝7.94㎡（小数点第３位以下切捨て） 
リビング 

（据付台所含む） 13.140ｍ×5.350ｍ＝70.29㎡（小数点第３位以下切捨て） 
押入収納等   （3.690ｍ×1.350ｍ＝4.98㎡）+（1.150ｍ×1.350ｍ＝1.55㎡） 

（４ヶ所）    +（3.150ｍ×1.290ｍ＝4.06㎡）+（1.850ｍ×1.350ｍ＝2.49㎡） 
＝13.08㎡（各箇所の計算時において小数点第３位以下切捨て） 

 
※ 宿泊室の面積は、宿泊者の定員、必要な安全措置の要否にかかわりますので、各室ごとに内の
り面積及び壁芯面積を計算してください。 

  宿泊者の使用に供する部分（宿泊室を除く）の面積は、複数の用途を一つにまとめて計算して
いただいて差支えありません。 

  例：押入れ・便所・浴室・洗面 （3.470ｍ＋1.350ｍ）×4.840ｍ＝23.32㎡ 
※ 居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分について、図面例のように色の塗分け等によって明
確な区分けをし、判別しやすいようにしてください。 

  また、計算の基礎となる辺の寸法（内のり及び壁芯）を図面上に記入してください。 
※ 非常用照明・火災報知器・誘導灯等、住宅宿泊事業法、消防法令その他関連法令上の安全措置
を講じた場合は、その位置も示してください。 

※ 階段を宿泊者に使用させる場合、宿泊者の使用に供する部分に含めます（階段部分を宿泊者の
占有とする場合は居室にも含めます。）。また、階段は、設置された上階側の床面積に算入します。 

  階高が大きく階段が１.５回転、２回転する場合など、水平投影した際に重なる部分の床面積は、
重複して算入しません。 

※ ロフトは、原則として居室とはできません。 
※ 必要書類一覧の４及び１９－２の記載例内の補足解説についても確認してください。 

【留意事項】本資料は、あくまでも一例であり、基本的な必要項目の確認資料です。建物の各

室・設備の状況・事業の内容によって計測内容・安全措置は個別に差異が発生しますので、事

前に届出窓口にて詳細を確認してください。 
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